
キラキラ光る
ずっと住み続けたいまち
～緑あふれる、にぎわいのあるまちに暮らす～

第４章

72



施策の体系

対応するS D G s の項目

2.	戦略的・継続的な情報発信
1.	ブランド化の推進

3.	シビックプライド＊の醸成
4.	シティセールス＊の推進

　1.	シティプロモーション＊の推進

1.	公園整備の推進
2.	緑の保全と創出
3.	水辺の保全活用

　2.	緑の快適空間づくり

1.	地球温暖化対策の推進
2.	ごみの適正処理と減量・再資源化の推進

4.	水質浄化の推進
3.	環境保全・美化活動の推進

5.	動物愛護と適正飼養
6.	安定した水の供給

　3.	環境にやさしい地域づくり

1.	計画的な土地利用の促進
2.	魅力的な市街地の形成

4.	都市計画道路の整備
3.	安心・安全な市街地の形成

5.	道路環境の維持・整備

　4.	良好な市街地の形成

1.	ニューシャトルの利便性向上
2.	バス交通の充実

　5.	利便性の高い公共交通

1.	地産地消及び６次産業化＊の推進

3.	農地の有効利用
2.	担い手＊の育成

4.	農業とのふれあいの推進

　6.	地域特性を生かした都市農業の振興

1.	企業の誘致
2.	企業活性化の支援

4.	商工業団体の育成
3.	地域商業の活性化

5.	就労者支援及び勤労者福祉の充実

　7.	まちのにぎわいを創る事業活動の活性化

1.	体験交流型観光の推進
2.	観光情報の発信
3.	観光協会の充実

　8.	地域資源を生かした観光振興
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第１節

シティプロモーションの推進
伊奈ブランドのイメージを戦略的・継続的に発信し、「行ってみた
い」「住んでみたい」と興味や関心を持つファンが増えています。

目指す姿

前期基本計画の主な取組

●	日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語の各字幕で見られる伊奈町プロモー
ション動画を作成しました。

●	「伊奈町フィルムコミッション」を設立し、映画・テレビ等の映像を通して伊奈町の魅力を広
く発信し、町のイメージアップとシティプロモーション＊活動に取組みました。

●	インスタグラム＊をもっと楽しむ講座を開催しました。

今後に向けた課題・方向性

●	伊奈町に誇りや愛着を持って活動する人や団体、事業者等を増やし、主体的な活動と行政と
連携した取組の両面から推進することでブランド力を高め、「行ってみたい」「参加したい」「住
んでみたい」「住み続けたい」と思うファンを増やし、関係人口、交流人口を増加させることに
より、まちの活性化を図ります。

●	将来のシティプロモーションを担う人材の育成を目指し、子どもや若者が伊奈町との関わり
合いを深める機会の提供に努めます。

忠次公レキシまつり
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後期基本計画 第４章　キラキラ光る ずっと住み続けたいまち ～緑あふれる、にぎわいのあるまちに暮らす～

まちづくり目標値
現状（平成30年度）指標名 目標（令和６年度）

プレスリリースによるメディア掲載件数 22 ▶▶▶ 33
町公式ホームページへのアクセス数 780,632 ▶▶▶ 800,000
町公式フェイスブック＊の投稿数 55 ▶▶▶ 70

施策

施 策 内 容 主 な 事 業・取 組

1 ブランド化の推進

住みやすさ、生活しやすさといった基本と
なる条件を充実するとともに、まちの魅力
やブランドイメージを構築するため、伊奈
ブランドとも言うべき“伊奈らしさ”の確立
に努めます。

●	伊奈ブランドの構築

●	町内にある県施設や教育施設
などを活用した関係人口の確保

2 戦略的・継続的な
情報発信

関係人口・交流人口の増加を将来的な
移住・定住の促進につなげるため、シティ
プロモーションを関係各課が連携し、行
います。また、個々のイベント等のさらな
る充実を図り、地域資源を磨き上げ、魅
力の向上と時代に合った手法により多様
で多角的な情報を広く発信します。

●	多様な情報発信によるシティプ
ロモーションの推進

3 シビックプライド＊

の醸成

町内の自然、歴史、文化の魅力につい
ての再認識を促すとともに、地元への愛
着を深め、伊奈町に住んでいることを誇
りに思えるよう、シビックプライドの醸成を
図ります。

●	地元への愛着を深めるための住
民が関わる活動の充実

4 シティセールス＊

の推進

伊奈町のイメージアップを図るとともに、
伊奈町に興味や関心を持ってもらうよう
情報の発信を行います。

●	地域資源の磨き上げを行い、
様 な々イベントの充実

●	多様な情報発信

梨の紅茶
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第２節

緑の快適空間づくり

まちづくり目標値
現状（平成30年度）指標名 目標（令和６年度）

「緑のトラスト保全地」ボランティア
登録者数 45 人 ▶▶▶ 50 人

緑豊かな住環境の中で身近に水と緑とふれあうことができる、自然
環境に配慮したまちづくりが進められています。

目指す姿

前期基本計画の主な取組

●	公園の遊具等の施設の修繕等を行い、安全性を向上させるとともに、植栽については、適切な
剪定伐採を行うなど、公園利用者等の安全の向上に努めました。

●	「緑のトラスト保全地＊」のボランティアによる保全活動により、良好な緑地が保たれている
とともに、イベントを実施し、自然とふれあえる拠点として機能しました。

●	保存樹林の地権者の理解のもと指定地の維持管理を促進しました。

●	綾瀬川に沿ったジョギングロードは、町民が水辺を楽しみながら運動できる環境を提供しま
した。

●	原市沼川において、上尾市と協定を結び河道改修や浚
しゅん

渫
せつ
＊、草刈りなどを行うことで水辺の環

境保全に貢献しました。

今後に向けた課題・方向性

●	高齢化に伴い公園の利用者も子どもより高齢者が多くなってきていることから、設備につい
ても健康遊具などの大人向けのものを検討します。

●	台風や豪雨等の影響による、公園の土埃や土砂流出の対策を検討します。

●	「緑のトラスト保全地」の浸透には住民の理解が必要であることから、桜並木の保全等の施策
を進めます。

●	綾瀬川は一級河川のため、県との調整を図りながら、住民との協働による美化活動に努めます。

●	民有地の放置林が増加していることから、適切な樹木の管理を研究します。

●	樹林地内の倒木・枯木の増加について、有効な管理保全方法を研究していきます。

●	綾瀬川については、良好な自然環境や生態系を考慮し、改修・維持管理を推進するとともに、
景観に配慮した水辺環境の創出や大雨による浸水被害軽減のために必要な治水対策を河川管
理者である県に対し継続的に要望します。

●	町民に潤いを与える水辺空間の創出に取組みます。
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後期基本計画 第４章　キラキラ光る ずっと住み続けたいまち ～緑あふれる、にぎわいのあるまちに暮らす～

施策

施 策 内 容 主 な 事 業・取 組

1 公園整備の推進

緑のふれあい拠点である町制施行記念
公園の施設整備を推進します。公園の
安全で快適な利用を図るため、町民の
ニーズや充足状況を踏まえながら、老朽
化が進む公園の設備や遊具への対応と
ともに、公園の再整備を進めます。

●	町制施行記念公園の施設の
拡充

●	地域のニーズに応じた公園のリ
ニューアル

2 緑の保全と創出

協働による緑地保全を図るため、既存の
保全制度の活用を図るとともに、「緑のト
ラスト保全地」を自然とふれあえる拠点と
して、緑を守る活動を進めます。

●	緑の保全・創出に向けた制度
の周知と活用

●	「緑のトラスト保全地」のボラン
ティアによる樹木の保全・管理

●	民有林の有効な保全研究

3 水辺の保全活用

綾瀬川、原市沼川の安全や景観に配慮
した維持・管理を促進するとともに、水辺
を生かした潤いのある空間づくりを推進し
ます。

●	河川環境の維持・整備
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第3節

環境にやさしい地域づくり
町民や事業者が高い意識を持って地球温暖化やごみの減量・再資源
化などに取組んでいます。また、暮らしやすいまちづくりに向けた
生活環境の向上や美化活動が推進されています。

目指す姿

前期基本計画の主な取組

●	地球温暖化防止のため、公共施設の緑化活動や、太陽光発電による再生可能エネルギーの普
及、ごみの減量化、再資源化を推進しました。

●	クリーンセンターについては老朽化が課題となっていましたが、上尾市と広域的な検討を行
い、上尾市伊奈町ごみ処理広域化の推進に関する基本合意書を締結しました。

●	不法投棄・ポイ捨て禁止の看板を町民へ貸与し、設置してもらうことで行為者への警告や抑
止を図りました。

●	伊奈公共下水道事業計画区域内の公共下水道管渠を整備するとともに、維持管理のため計画
的に管渠清掃調査を実施しました。

●	生活排水処理人口普及率の向上のため、合併処理浄化槽への転換や浄化槽維持管理の徹底を
推進しました。

●	上水道については、計画的な機械設備の更新、老朽管の布設替え、耐震補強を行いました。
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後期基本計画 第４章　キラキラ光る ずっと住み続けたいまち ～緑あふれる、にぎわいのあるまちに暮らす～

まちづくり目標値
現状（平成30年度）指標名 目標（令和６年度）

ひとり１日当たりのごみ排出量 838 g ▶▶▶ 800 g

ごみの資源化率 14.8 % ▶▶▶ 17.5 %

今後に向けた課題・方向性

●	地球温暖化防止への取組や循環型社会への転換を図る取組の推進は、一人ひとりの日常生活
での意識の向上が重要であることから、町民や企業に対しての意識啓発を行い、一体感を持っ
て取組むように努めます。

●	一人当たりのごみ排出量は減少傾向にありますが、ごみの資源化率は減少傾向にあり、捨て
る側の意識の問題もあることから、「４R（リフューズ：不要なものをもらわない・買わない、
リデュース：ごみの排出抑制、リユース：再使用、リサイクル：再資源化）」の周知を徹底し、
町民一人ひとりの行動を促します。

●	身近にある無駄な食品を廃棄しないよう、フードロスの減少意識の向上に努めます。

●	不法投棄防止の看板を設置したことにより改善のみられた地域もありますが、依然として不
法投棄はなくならない状況であることから、引き続き周知や監視活動を行います。

●	公共用水域の水質浄化に向け、引き続き生活排水処理人口普及率の向上に努めます。

●	今後の人口の見通しにより、志久地区の下水道の整備計画の方向性について検討します。

●	上水道の施設更新にあたっては財源確保が困難になりつつありますが、基幹管路、重要拠点
施設への配水管路の耐震補強を進めるとともに、布設替えを行う管の基準を検討します。

●	近隣の水道事業体の状況を勘案しながら、広域水道について検討します。

●	犬の登録や狂犬病予防注射の周知、愛玩動物の適正飼養の普及啓発を推進します。

●	上尾市伊奈町ごみ処理広域化の推進に関する基本合意書に基づき、広域ごみ処理施設建設
に向けた取組を進めます。既存のクリーンセンターについては、広域ごみ処理事業の計画に
沿った長寿命化計画を策定し、基幹改良工事＊を行います。
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施策

施 策 内 容 主 な 事 業・取 組

1 地球温暖化対策
の推進

省エネルギーやリサイクル等について行
政が率先的に取組み、町民、事業者、
行政が一体となった温室効果ガスの削
減に向けた取組を推進するとともに、広
報紙などを通じて町民の環境問題に対す
る意識の啓発を図ります。

●	省エネルギー対策の普及推進　

●	地球温暖化防止活動の推進

2
ごみの適正処理
と減量・再資源化
の推進

クリーンセンターの老朽化対策を推進しま
す。また、ごみの分別収集の徹底ととも
に、循環型社会を目指し、４R施策を推
進します。

●	クリーンセンターの基幹改良
工事＊と広域的なごみ処理施
設建設の推進

●	４Rの取組に対する支援とご
みの有料化についての検討

3 環境保全・
美化活動の推進

騒音や振動、悪臭などの監視や適切な
指導により公害の未然防止に取組むとと
もに、「環境基本計画」に基づき、生活
環境の配慮への意識啓発に努めます。
また、不法投棄やポイ捨て、路上喫煙
の防止など美化活動を推進します。

●	公害防止対策の推進

●	生活環境保全意識の向上

●	不法投棄やポイ捨て防止など
の推進

4 水質浄化の推進

公共下水道の計画的な整備を図るととも
に、計画的かつ効率的な維持管理に努
めます。また、公共下水道区域以外の
地域については、合併処理浄化槽の設
置を促進するとともに、関係機関と連携
しながら適正な維持管理実施のための
啓発に努めます。

●	下水道施設の整備と水洗化
率の向上

●	下水道の維持管理体制の充実

●	合併処理浄化槽設置の促進

5 動物愛護と適正
飼養

犬の登録や狂犬病予防の周知、愛玩動
物の適正飼養について普及・啓発を図
り、人と動物との共生に配慮した生活環
境の保全を推進します。

●	犬の登録や狂犬病予防注射
の周知

●	愛玩動物の適正飼養の普
及・啓発活動

6 安定した水の供給

水道管理体制の充実を図るとともに、老
朽管の布設替えに合わせた耐震補強を
進め、災害に強いライフラインの確保を
図ります。

●	水道事業の効率的な管理運営

●	老朽管の計画的な布設替え

●	災害時緊急対策の充実
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第４節

良好な市街地の形成
駅などを中心とした地域特性を生かした魅力とにぎわいのある拠点づ
くりが進むとともに、安全で快適な市街地の形成が図られています。
また、誰もが町内を円滑に移動できる道路網が整備されています。

目指す姿

前期基本計画の主な取組

●	地籍調査の実施に向け基本方針を策定しました。

●	平成27年度に策定した新たな「伊奈町都市計画マスタープラン」で定めた方針に基づき、長
期的な視野に立ったまちづくりを推進するとともに、各種施策・事業等において目標の実現
に努めました。

●	伊奈中央駅周辺の中部特定土地区画整理事業は、換地処分（完了）に向けて事業を進めました。

●	安心・安全な市街地の形成に向けて、木造住宅の耐震診断・改修に対する補助を実施しました。

●	県施工の伊奈中央線第２期事業区間において、円滑に事業が進捗するよう協力しているほか、
都市計画道路の早期整備を目指し協議・検討に努めました。

●	町内生活道路の側溝整備や舗装修繕等を効果・効率的に実施したことで、生活環境の向上に
寄与するとともに、橋梁の修繕計画を策定し長寿命化を図りました。

今後に向けた課題・方向性

●	立地適正化計画について策定に向けた研究を進めます。

●	都市計画マスタープランと本計画の整合を図る必要があることから、都市計画については、
引き続きマスタープランに基づきまちづくりを進めていきます。

●	面的整備が困難な既成市街地については整備手法を研究していきます。

●	地籍調査を円滑に実施するためには、住民及び地権者に説明を行い、理解と協力を得られる
よう計画的に事業を実施します。

●	耐震化基準を満たしていない家屋等の耐震化は進んでいない状況であるため、耐震化の有効
性を理解してもらうとともに、耐震改修や建て替えを促します。

●	市街化区域に立地することが困難な開発行為については、都市計画マスタープランとの整合
を図り、法令に基づき市街化調整区域の立地についても検討していきます。

●	道路網の整備にあたっては、長期的な視点のもと、主要幹線道路への円滑な接続を目指し、関
係機関と協議しながら取組みます。

●	道路環境の維持・整備については、優先度の高い箇所から計画的に対応します。

●	空き家対策について、様々な施策を研究します。
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まちづくり目標値
現状（平成30年度）指標名 目標（令和６年度）

住宅の耐震化率 82.5 % ▶▶▶ 90 %

施策

施 策 内 容 主 な 事 業・取 組

1 計画的な
土地利用の促進

本町を取り巻く環境変化に対応した計画
的な土地利用を図るため、「伊奈町都市
計画マスタープラン」の改定を行い、地
域特性を生かしたまちづくりを進めます。

●	「都市計画マスタープラン」の
改定・推進

●	地籍調査事業の推進

2 魅力的な
市街地の形成

伊奈中央、羽貫、内宿駅周辺は、土地区
画整理事業等により良好な居住環境の
創出が進み、地域特性に応じた魅力と役
割を持つ拠点として整備に取組みます。

●	中部特定土地区画整理事業の
推進

3 安心・安全な
市街地の形成

民間建築物の所有者に対しての啓発活
動や耐震診断から耐震改修へつながるよ
う支援し、耐震化率の向上に取組みます。
また、空き家の有効活用に取組みます。

●	住宅の耐震化の促進

●	空き家対策の推進

4 都市計画道路の
整備

道路ネットワークを形成し、交通の円滑化
を図るため、沿道地域と一体となった都
市計画道路の整備を進めます。

●	都市計画道路の計画的整備

5 道路環境の維持・
整備

町道の拡幅改良、歩行者や自転車の通
行空間の設置など、安心・安全な町道
整備を推進します。また、道路パトロール
等による点検を実施するとともに、計画
的な維持管理を進めます。

●	いな穂街道の延伸と整備

●	橋梁など公共土木施設の長寿
命化に向けた計画的な修繕及
び維持管理

●	町道の整備及び維持管理と橋
梁の改修

●	地籍調査の実施
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第５節

利便性の高い公共交通

目指す姿
すべての町民が、一人でもニューシャトルやバスを利用し、町内外
の目的地へアクセス可能な公共交通環境が整っています。

前期基本計画の主な取組

●	伊奈町内のニューシャトル５駅のうち、内宿駅、羽貫駅、伊奈中央駅、丸山駅の4駅において
はバリアフリー化のエレベーターの設置が完了しました。

●	町内循環バス「いなまる」については、世代を超えた多くの方々の生活（町内移動）手段として
利用されることを目指し、令和元年11月よりこれまで１台体制だった運行台数を２台体制と
するとともに、運行ルートの見直し及び運行時間帯の延長等を実施し、利用者の利便性が向
上しました。

今後に向けた課題・方向性

●	駅前広場や駅駐輪場の維持管理を継続していくとともに、志久駅エレベーター設置に向け、
関係機関等との協議を図り、駅利便性の向上を推進します。

●	民間バス事業者に対し、新たな路線や運行本数の充実を要請するとともに、利用促進を図り、
町内の公共交通網の維持に努めます。

●	町内循環バスにおいては、さらなる利便性向上を目指し、利用状況等を考慮し、見直しを進め
ます。また、次世代の先進技術について、費用対効果を踏まえつつ研究します。
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まちづくり目標値
現状（平成30年度）指標名 目標（令和６年度）

ニューシャトルの１日平均乗車人員 18,383 人 ▶▶▶ 18,900 人

町内循環バスの年間利用者数 28,852 人 ▶▶▶ 40,000 人

施策

施 策 内 容 主 な 事 業・取 組

1 ニューシャトル
の利便性向上

ニューシャトルの運行本数の増加や終電
時刻の延長、運賃の見直しなどについて
運営主体に要請するとともに、志久駅の
バリアフリー化を進めます。

●	志久駅のエレベーターの設置

2 バス交通の充実

民間バス路線や運行本数の充実を運営
主体に要請し、利用促進に努めます。ま
た、町内循環バスについては、誰もが利
用しやすい運行や次世代の先進技術の
研究などによる公共交通のあり方を検討
します。

●	町内循環バスの運行方法の
充実

第
４
章

後
期
基
本
計
画

85



第６節

地域特性を生かした
都市農業の振興

新鮮で安心・安全な農産物が安定して町内に供給され、地産地消が
推進されています。また、町民が農業とふれあえる多くの機会があ
ります。

目指す姿

前期基本計画の主な取組

●	新規就農者応援企画の元気夕方市を実施しました。

●	遊休農地となっていた水田を整備、作付けし、奇跡のお米＊として収穫するなど農地の有効利
用を図りました。

●	農産物共進会の実施により、町の農家が生産した各種の農産物を展示し、一般に公開するこ
とで、農家の生産意欲の向上を図りました。

●	新規就農希望者について、県、JA、関係機関と連携を図り、相談や支援を実施するとともに、
各種関係農業組合への運営補助金の交付や農業担い手＊対策として、奨励金等を交付するな
ど、育成支援を図りました。

●	農地の利用権の設定を促し、農地集積を図るとともに、その用排水路整備及び、維持管理を行
いました。

●	小学生を対象とした田植え、稲刈り体験や町民を対象としたさつまいも掘り体験を実施する
とともに、農家を仲介し、レクリエーション農園として整備し、町民が農業とふれあえる機会
を提供しました。

今後に向けた課題・方向性

●	伊奈町産の農産物を購入できる場所・期間・販売量が限られており、消費者の購入に至らない
ことが課題であることから、PRの強化や販路の拡大に努めます。

●	６次産業化＊については引き続き、農商工、産学官が連携し、伊奈町産農産物の６次産業化へ
の取組を進めます。

●	担い手の育成については、新規就農者の確保・育成、農業経営に意欲がある中核的農家を支え
る仕組みを構築するとともに、生産者のグループ化などを行い、「稼げる農業」の実現を目指し
ます。

●	意欲ある担い手への利用権設定や農地中間管理事業の導入などにより、農地の有効利用を図
ります。

●	遊休農地の再生・活用を図り、田園風景や町に点在する畑地、果樹園の景観の維持・保全に努
めます。

●	援農ボランティアの募集を令和元年度から実施しており、町民参加による農地の活用策を検
討します。
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まちづくり目標値
現状（平成30年度）指標名 目標（令和６年度）

担い手の数 16 人 ▶▶▶ 21 人

施策

施 策 内 容 主 な 事 業・取 組

1
地産地消及び
６次産業化の
推進

消費者ニーズを的確に捉えて年間を通じ
た新鮮な農産物の安定生産の確保に努
めます。町内で生産された新鮮な農産物
を入手しやすくするため、JAや地元商店
会などと連携し販路の充実を図り、消費拡
大に努めます。また、農商工の連携により
農産物の高付加価値化に取組みます。

●	安心・安全な地元農産物の安
定供給と消費拡大

●	農業の６次産業化の推進

●	特産品の６次産業化、ブランド
化の推進

2 担い手の育成

認定農業者など農業経営に意欲ある農業
者を支援するとともに、新規就農者を育成
するなど、担い手の育成により地域農業の
安定化を図ります。また、農業者が農業に
取組みやすい環境づくりに努めます。

●	関係機関と連携した新規就農
者の育成

●	認定農業者など営農意欲のあ
る農業者の支援

3 農地の有効利用

緑地保全や防災機能など農地の持つ多
面的な機能に着目し、農地の保全と農
道や用排水路など農業生産環境の整備
と維持管理を推進します。あわせて、農
地の利用権設定や農作業受委託により
担い手への集積を支援し、農地の有効
利用を図ります。

●	農地中間管理事業、利用権設
定等の促進による農地の集積、
集約

●	農業生産環境の整備

4 農業とのふれあい
の推進

町民が農業とふれあえる機会を確保する
とともに、農家の指導を受けながら農作
業を楽しむことができるなど、多様な農業
体験の場づくりを推進します。

●	多様な農業体験の場づくり

●	町民が農業に携われる環境づ
くり

農業体験
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第７節

まちのにぎわいを創る
事業活動の活性化

町内の事業活動が活発になり、町の特性を生かした魅力ある商品や
サービスの提供が行われています。

目指す姿

前期基本計画の主な取組

●	雇用の創出や土地の有効活用及び地域経済活性化のため、本町への進出を検討している企業
の要望に対応しながら、オーダーメイド方式による誘致活動を行いました。

●	窓口にて一元的に企業相談を実施するとともに、一定条件のもと税を優遇するなど、生産性
向上を図る企業の支援を行いました。

●	商工会の運営を補助することにより、町内企業を支援するとともに、商工会と連携した「BUY
伊奈」に取組み、町内消費を促進しました。

●	商工会の運営費、景気対策事業に対する支援を行うほか、「企業支援ワンストップ相談窓口」を
活用し、既存の企業に対する支援や創業支援を実施しました。

●	特産品開発については、梨や巨峰を使ったワインを開発しました。

●	近隣市と合同で、学生等の若年者向け就職面接会を開催するとともに、学生と地元企業を結
ぶインターンシップ活動を支援しました。

今後に向けた課題・方向性

●	企業誘致は、県と連携しながら推進するとともに、企業からのアプローチにより、オーダーメ
イドの企業誘致を進めます。

●	工業地域内に一団の土地がないため、誘致する業種等については検討していきます。

●	市街化調整区域は、「市街化を抑制する区域」ですが、都市計画マスタープランとの整合を図り
法令に基づく開発等を行える場合については、地域の実情を踏まえた検討を行います。

●	空き用地や空き店舗の活用について研究を進めます。

●	企業の活性化については、優遇制度を引き続き推進するともに、起業の促進にも努めます。

●	地域商業の活性化は、引き続き商工会とともに「BUY伊奈」を進め、町内消費を促します。

●	高齢化の進展による商店の後継者不足対策として、適切な事業継承の支援に努めます。

●	商工会と連携し、商工業と地域が密着した地域コミュニティの創出に努め、それぞれの役割
分担のもと、活性化に向けた事業展開を図ります。

●	地元企業の労働者・後継者の確保は重要な課題であることから、商工会と連携しセミナーを
行うなど対策を進めるとともに、女性の活躍や外国人、高齢者、障がい者の就労支援にも努め
ます。
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まちづくり目標値
現状（平成30年度）指標名 目標（令和６年度）

誘致企業数 0 社 ▶▶▶ 3 社

商工会会員数 763 事業所 ▶▶▶ 800 事業所

施策

施 策 内 容 主 な 事 業・取 組

1 企業の誘致

本町の地域経済の活性化や雇用創出
につながる有望な分野での企業を誘致し
ます。また、企業を誘致するための条件
を整備しながら、オーダーメイド方式によ
る誘致活動を進めます。

●	オーダーメイドでの企業誘致

2 企業活性化の支援
既存企業が今後も町内で円滑に事業活
動が展開できるよう、産業基盤の整備や
経営支援を図ります。

●	商工会と連携した経営安定化
の支援

3 地域商業の活性化

買い物弱者などに配慮した買い物環境
の整備を図るとともに、地域コミュニティ
の拠点となる地域商業活動の活性化を
図ります。また、集客につながるイベント
開催などを支援します。

●	買い物弱者などに配慮した買い
物環境の整備

●	活性化のためのイベント支援

●	事業を承継するための支援

4 商工業団体の育成 商工業団体が行う特産品開発や販路拡
大等の活性化活動を支援します。

●	商業及び工業活性化を担う団
体の支援

5 就労者支援及び
勤労者福祉の充実

雇用機会の創出と就労者支援に努める
とともに、余暇活動をはじめ勤労者の生
活の質の向上に向け、融資制度の充実
や生涯学習・レクリエーション事業などを
通じて、勤労者の福利厚生の充実を支
援します。

●	各種就労者支援事業の充実

●	資金融資制度や福利厚生の
充実
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第８節

地域資源を生かした観光振興

目指す姿
町外の人が町に何度でも訪れたくなるような魅力にあふれ、町民が
誇りに思えるまちになっています。

前期基本計画の主な取組

●	町の三大まつりである、さくら、バラ、伊奈まつりを実施するだけでなく、郷土の偉人・伊奈
備前守忠次＊公を生かしたまちづくりを実施することにより、町外から多くの来訪者がありま
した。

●	関係市町村の各種イベントに参加し、町のPRを行っているほか、土産品や特産品を活用した
PRを行い、その様子をインターネット等において発信するとともに、撮影地等を広く公開し、
映像でのPR活動を進めました。

●	町名の由来となった伊奈備前守忠次公によるまちづくりに取組んでいるほか、地域資源を利
用した土産品等の開発や、農業、商業と連携した体験交流型観光を研究し推進しました。

●	平成28年度から、町名の由来である「忠次公」ゆかりの地として、丸の内地区の散策路整備を
町民参加によるイベント形式で行い、延長1,260mの散策路を整備するとともに、当該地域を
散策する事で豊かな自然と歴史文化に触れることができる魅力あるスポットとして町内外の
人々に提供しました。

今後に向けた課題・方向性

●	既存の観光資源の魅力向上、新たな観光資源の発掘や開発、ホームページや広報紙、メディア
を活用したシティセールス＊の実施などにより、伊奈町の魅力を高め、町の経済の活性化を図
るとともに、移住・定住の促進につなげていきます。

●	観光の振興については、滞在したり体験交流ができるイベントを実施することや、地域経済
の活性化につながるプログラムを提供し、経済効果を発生させる仕組みを構築します。

●	町と観光協会が連携して、協会が自立した法人として活動していけるように支援します。

●	整備した散策路を維持管理等できるような環境づくりを目指します。

90



後期基本計画 第４章　キラキラ光る ずっと住み続けたいまち ～緑あふれる、にぎわいのあるまちに暮らす～

まちづくり目標値
現状（平成30年度）指標名 目標（令和６年度）

イベント来場者数 151,087 人 ▶▶▶ 160,000 人

施策

施 策 内 容 主 な 事 業・取 組

1 体験交流型観光
の推進

地域資源を活用した土産品や特産品を
開発するとともに、四季折々のイベントの
充実を図り、農業や商業と連携し、自然
とふれあえたり、多彩な催し物に参加でき
る体験交流型観光を振興します。また、
地域資源の発掘と活用に努めます。

●	体験交流型観光事業の推進

●	さくら、バラ、伊奈まつりなど協
働によるイベントの誘客拡大

●	伊奈備前守忠次公を生かした
観光の推進

2 観光情報の発信

より多くの人に伊奈の魅力を知ってもらう
とともに、国際的イベントに対応した新
たな来訪者の増加につなげるため、イン
ターネットをはじめ、あらゆるメディアを活
用した積極的な情報発信を行います。

●	イベントなど観光情報の多様な
発信

●	多言語情報の発信

3 観光協会の充実
地域の魅力を伝え観光事業を牽引する
観光協会を支援し、観光事業の充実を
図ります。

●	自立できる観光協会への支援
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